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２０２６年度 任意継続被保険者の標準報酬月額に関する公告 

 

 

健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第４７条第２項の規定により、任意継続被

保険者の標準報酬月額については、「退職時の標準報酬月額」が「前年の 9 月３０日

における当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額」を超える場合

は、前年の 9 月３０日の平均標準報酬月額となります。 

今回、当健康保険組合での２０２５年９月３０日における平均標準報酬月額が、

４４０,０００円となりましたので、規約第４４条第２項に基づき全被保険者の平均

標準報酬月額を以下のとおり公告します。 
 

 

記 

 

 

標準報酬月額 ４４０，０００ 円 

適 用 期 間 ２０２６年４月 1 日～２０２７年３月３１日 

   [注] 2025 年 9 月 30 日現在における当組合の平均標準報酬月額：４３７,５６５円 

 

 

以 上 


